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【２面につづく】

希薄な危機感

　茨城県庁は、2012 年３月末、
東日本大震災に際して設置した
「災害対策本部」の議事録を公開
した。１年を経てから公表した
ことの意味は不明だが、新聞は
「大震災直後の混乱あきらかに」
(2012 年４月４日、茨城新聞）と
報じた。しかし、議事録から受け
る印象は「混乱」とはだいぶ異な
る。そこから読み取れるのは、未
曾有の自然災害に際会した県当局
のいささかのどかな反応と、とり
わけ福島第一原子力発電所の原子
力緊急事態に対する危機感の欠如
と無責任な対応である。
　午後２時 46 分の地震発生から
３時間ほど経過した３月11日（金
曜）18 時２分、第１回の災害対
策本部会議が開かれた。13 人の
部長らが順々に被害状況を報告す
る最後の方で、生活環境部長が県
内 18 か所の原子力施設がいずれ
も「安全に自動停止」したと報告
した。県庁舎のガラス破損を報告
した総務部長（小野寺俊＝現在の
県教育長）の次だった。知事以下、
県庁幹部らの原子力災害に対する
危機感は極めて希薄である。
　第２回の会議は、同日 23 時か
ら開かれた。県警本部長が、首相
官邸からの要請で福島原発周辺住
民の避難のためのバスの先導を手
配したと報告した。県教育長（鈴
木欽一＝当時）は、20 時現在で
学校で12人の負傷者が出たこと、
「保護者からは学校側に毛布や布
団の要請がある」こと、そして
「六角堂」については未確認であ
るので「明日、明るくなってから
確認を行う」ことの３点を報告し
た。直後に知事から「六角堂はど

うなっている？」と質問があり、
教育長が「明るくならないとわか
らない」と、ふたり揃って同一内
容を繰り返した。よほど「六角堂」
が気がかりだったようだ。児童生
徒についてはそれ以上の言及はな
かった。（「六角堂」とは、北茨城
市五

いづ ら
浦の海辺に岡倉天心が建て

た木造建築〔本紙第 974 号・第
975号参照〕。津波で流失したが、
所有者の茨城大学が 2012 年４月
17日までに再建した。）

ヨウ素剤と測定器を手放す

　３月 12日（土曜）15時 36分、
福島第一原子力発電所の１号炉が
爆発した。17 時 40 分に開始さ
れた第４回会議で、やっと原子力
災害が話題になった。しかし、「原
子力対策班」（内容不詳）が「テ
レビ報道のとおり」として報告し
たのみだった。県当局としては国
からの通報・指示等を一切受けて
いなかったことがわかる。
　福島県から原子力安全保安院を
通じて安定ヨウ素剤提供の依頼が
あったこと、さらに「サーベイメー
ターやタイベックスーツなど防災
用資器材の要請が文部科学省経由
で来ている。できるだけ送りたい」
との報告がされた。（安定ヨウ素
剤については、翌 13 日の第５回
会議で「〔茨城県内には〕55万備
蓄していて、27万個送っている」
ことが報告された。第６回会議議
事録によると、55 万錠とはおと
な 27 万 6 千人分。その半分と、
子ども用に 13 万人分備蓄してい
たうちの３万人分を福島県に提供
した）。
　この時点まで一貫して西風ない
し南風が吹いており、たまたま本
県へは放射性物質が飛来していな

か っ た（www.vic.jp/fukushima/
r2011031300.html）。本県など
関東地方への大規模な放射性物質
拡散が始まったのは、原子炉本体
や燃料プールのあいつぐ爆発・破
壊が起き、風が北風に転じた 15
日以降のことである。原子力施設
の存在しない茨城県南・県西地域
では、安定ヨウ素剤の備蓄がな
かっただけでなく、学校や市町村
役場には何の情報もなかった。原
子力施設が集中しており安定ヨ
ウ素剤を備蓄していた県北東部か
ら、大量に福島へ送付されていた
事実が、今回の議事録公開であき
らかになった。
　すでにこの時点で、福島県浜通
り・中通りはもちろん、東北地方
の東部、茨城県など関東地方の広
い範囲で安定ヨウ素剤の配布・服
用がなされるべきであった。西日
本からであれば安定ヨウ素剤や放
射線測定器の提供はありうること
だろう。全域が原発から 200km
圏内におさまる茨城県に対し、そ
れらの物資の提供を迫る日本国政
府や、何も考えずにやすやすと応
じた茨城県庁の対応には唖然とす
る。
　しかも、他県から調達しておき
ながら福島県においては 15 日に
富岡町・いわき市・三春町が独自
判断で安定ヨウ素剤を配布したの
を除き、一切配布・服用はおこな
われていない（いわき市は備蓄
も独自におこなっていた）。実際
には大規模な汚染が起きていたの
に国や福島県庁は服用の必要はな
いと言い張り、活用しなかったの
だ。このあと福島県庁の「放射線
健康リスクアドバイザー」として

１年後に公開された「茨城県災害対策本部議事録」を読む

　５月３日の憲法記念日、水戸
市のはなみずき公園で〈2012
年憲法フェスティバル〉が開催
された。前日の夜から降り続く
雨の中、500 人を超える参加者
が県内各地から集まった。
　13時からの記念講演は前福島
大学副学長の清水修二さんの「福
島の悲しみを共有するために」。
　清水さんは次のように述べた。
「『原発を廃炉にすると、原発で

働いている労働者の雇用の問題
がある』という報道がある。し
かし、原発事故によって農林漁
業をはじめ原発以外の職場で働
いていた多くの労働者の雇用が
奪われていることこそが大きな
問題だ。今年福島県では子ども
たちが他県に避難していること
を理由に、教職員の採用はゼロ
になってしまった。教育学部の
ある大学などでは深刻な問題に

なっている。原子力発電所は廃
炉が決まっても、廃炉にするた
めに長期間一定の雇用が確保さ
れることはチェルノブイリ事故
でも証明済みだ。」
　このほか集会では、東海村の
村上村長、沖縄・名護市の稲嶺
市長、大阪自治労連の前田執行
委員長からのメッセージが読み
上げられた。■

原発事故による深刻な社会的打撃
悪天候のなか〈2012 年憲法フェスティバル〉開催

2012 年茨高教組定期大会
６月２日（土曜）　１０：００ー１６：００
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住民に安全論をふりまくことにな
る長崎大学教授山下俊一の見解を
根拠に、安定ヨウ素剤を配布した
３市町を非難する報道すらなされ
た（３月 21日、読売新聞）。
　日本国政府と福島・茨城両県庁
が、これら一連の事態につき反省
した形跡はない。原発再稼働に
よって将来必ず起こる原子力災害
の際にも、同様の事態が繰り返さ
れるに違いない。

放射性物質拡散について誤認

　13 日の第５回会議の論調は、
遥か遠いところで原子炉事故が
あったかのごとくであり、被災当
事者としての危機感は欠落してい
る。児童生徒を含む県民の被曝防
止・低減措置について、災害対策
本部としての検討はなく、事態は
放置されることとなった。県教育
委員会としての独自の検討がおこ
なわれた形跡もない。２日間の休
日が経過した３月 14 日（月曜）
以降、地震で鉄道が不通となった
ため多くの県立学校は事実上休校
となったが、鉄道輸送に依存しな
い県西の県立学校や県内全域の小
中学校は、放射性物質飛散が予期
される状態のもとで何らの措置も
とらずに、通常どおりに児童生徒
を登校させた。
　この 14 日 11 時１分、３号炉
が上空 600 メートルまでキノコ
雲を吹き上げる大爆発を起こした
（水素爆発とそれが誘発した核爆
発と思われる）。その直後、11時
30 分からの第６回災害対策本部
会議は、官房長官枝野幸男の記者
会見をテレビで見ることから始ま
り、「原子力対策班」が「〔12日に〕
１号機が爆発してから放射線の監
視体制を強化した」と報告した。
その内容は「北茨城市役所に可搬
型モニター装置を設置し、10 分
置きに確認している。３号機の爆

19 分の１（5.2％）であり、
心配しなければならないレベ
ルではありません。」

　この文章は、橋本昌が部下の県
職員に書かせて署名だけしたので
はない。橋本昌本人が、結論だけ
でなく論点まで具体的に指示した
うえで作成されたのだ。
　３月 21日から 22日にかけて、
県南部でまとまった降雨があっ
た。このひと降りの雨は、これら
の地域を以後数十年間にわたって
高度汚染地域（「ホットスポット」）
にするほどの威力があった。知事
の無知ゆえに、児童生徒を含む多
数の県民がその雨に打たれる結果
になった。

（つづく）■

発後も値の変化はない」というも
のだった。
　福島県境の北茨城市で観測し、
そこで異変がなければ茨城県は全
部安全だというのだろう。何時の
データなのかはっきりしないが、
３号機爆発直後で（たとえ北風
が吹いていたとしても）放射性物
質が飛来するはずのないこの時点
での報告である。それだけではな
い。本県の災害対策本部は、放射
線は福島第一原子力発電所から直
接照射されているのだから、もっ
とも近い北茨城市でもっとも高い
線量が観測され、そこから遠ざか
れば距離の二乗に反比例して線量
は低下するのだから、福島県境の
北茨城市で観測していれば十分で
ある、と考えていたようである。
　じっさいには福島第一原子力発
電所から直接、放射線が照射され
るのではない。福島第一原子力発
電所から大気中に放出され、風に
よって移動・拡散・落下した放射
性物質（放射能）が、放射線を発
するのだ（その他、海や土壌・地
下水への放出も起こる）。前述の
とおり、風向きが大きく変化した
15 日以降、本県に大量の放射性
物質が飛来した。とりわけ 21 日
から 22 日にかけての大量の雨に
よって、茨城県南部から千葉県北
西部、東京都東部に降り注いだ。
放射性物質を含んだ大気の流れ
は、北茨城市上空を通過したので
はなく、いったん太平洋上に出た
ものが鉾田市付近から陸上に流れ
こんだものだろう（図参照）。
　北茨城市での観測によって、県
内他地域の汚染状況を知ることは
できないのだ。橋本知事をはじめ
とする県庁の幹部たちは、初歩的
な無知のうえに立って事態を放置
し、300 万県民の生命・健康を
守るためのあらゆる方策の実施を
怠った。

本領発揮する橋本昌

　放射線測定機を搭載したモニタ
リングカーを福島に送ったので、
茨城県には結局１台しか残ってい
ない。知事は「１台しかないのか」
と、間の抜けた感想を漏らした
が、その１台も有効に活用したわ
けではない。茨城県庁が、汚染さ
れた県南部の放射線量を初めて測
定したのは、２か月ちかく経過し
た 2011 年５月 12 日だった。自
余のすべての対応は測定抜きには
ありえないだろう。測定なしには、
避難や屋内退避などの措置が取ら
れる可能性はない。除染などの措
置もありえない。
　測定すらおこなわずに、茨城県
災害対策本部は何をしていたの
か？　前述のとおり福島第一原子
力発電所各号機の爆発・炎上に
よって膨大な放射性物質の飛散が
継続し、それらが北風によって運
ばれ、本県など関東一円の大規模
汚染がはじまるのは３月15日（火
曜）であるが、その 15 日の 10
時４分にはじまった災害対策本部
の第７回会議では、知事の橋本昌
がほとんどすべての案件について
具体的に指示を発している。原発
事故に関する指示は次のとおりで
ある。
「放射線も身近な対比できる

0 0 0 0 0 0 0 0

ものを出して
0 0 0 0 0 0

、原子力の知識
を説明できるよう考えてもら
いたい。」
「退避勧告といっただけでパ
ニックになる恐れがある。先
ほどもいったが、身近に比較

0 0 0 0 0

できる例を出して
0 0 0 0 0 0 0 0

説明するこ
とや、その程度の放射線では

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特に影響はない
0 0 0 0 0 0 0

旨を説明する
とよい。」
「〔雨に放射能が含まれている
云々のチェインメールが流布
している、との保健福祉部次

長発言を受けて〕県のホーム
0 0 0 0 0

ページに掲載し注意喚起
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

する
こと。」

　「身近に比較できる例」だとか
「その程度の放射線では特に影響
はない」などは、福島第一原子力
発電所の事故以前から、原発推進
勢力があちこちで言い触らして来
た決まり文句である。原発立地道
県知事らの団体である「原子力発
電関係団体協議会」の副会長、あ
るいは経済産業省の総合資源エネ
ルギー調査会の委員として原発推
進勢力の主要メンバーである橋本
昌は、原発から直接放射線が照射
されると思い込んでいる程度の
知識しかなく、推進勢力の宣伝文
句を自分でも本気で信じているの
だ。

「雨が降っても健康に影響は
ありません」

　この会議を受けて、３月 21 日
づけで災害対策本部長ならびに知
事の名で茨城県のウェブサイトに
つぎの通りの告知がされた。
「今回の東京電力福島第一原
子力発電所の事故に伴う、茨
城県内での放射線の影響につ
きましては、現在までのと
ころ、何らかの行動が必要と
されるレベルのものではあり
ませんので、冷静に行動し
てください。〔中略〕仮に１
日 24 時間雨の中に立ち続け
たとしても、受ける放射線の
量は 0.36 ミリシーベルトと、
全身ＣＴスキャン１回分の約

図：火山学者である
群馬大学教授早川由
起夫の想定。http://
kipuka.blog70.fc2.
com/blog-entry-430.
html


